
お
知
ら
せ

学
校
選
択
制
廃
止
の
経
過
措
置

　

学
校
選
択
制
廃
止
に
伴
う
経
過
措

置
と
し
て
、
来
年
度
小
中
学
校
へ
新

入
学
す
る
児
童
生
徒
の
う
ち
、
次
の

条
件
に
該
当
す
る
人
は
指
定
す
る
学

校
以
外
へ
入
学
で
き
ま
す
。
希
望
す

る
人
は
、
学
校
教
育
課
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人
。

〈
小
学
校
新
入
学
児
童
〉
①
学
校
選

択
制
を
利
用
し
て
指
定
学
校
以
外
の

小
学
校
に
入
学
し
た
兄
や
姉
が
来
年

度
も
在
学
中
で
あ
る
②
転
居
で
指
定

学
校
変
更
を
し
て
学
区
外
の
小
学
校

に
新
１
年
生
と
し
て
入
学
し
た
兄
や

姉
が
来
年
度
も
在
学
中
で
あ
る
〈
中

学
校
新
入
学
生
徒
〉
①
学
校
選
択
制

を
利
用
し
て
指
定
学
校
以
外
の
小
学

校
に
入
学
し
た
②
留
守
家
庭
な
ど
の

理
由
で
指
定
学
校
を
変
更
し
て
小
学

校
に
入
学
し
た

申
10
月
15
日
㈬
〜
31
日
㈮
に
学
校
教

育
課
（
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
５
８

１
２
）
へ
直
接

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

　

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
行
い

ま
す
。
対
象
は
本
庁
管
内
と
大
胡
・

宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
地
区
。
計
量

器
を
取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る

人
は
忘
れ
ず
に
検
査
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
廃
業
な
ど
で
計
量
器

を
使
用
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場
な
ど
＝
上
表
の
と
お
り

問
計
量
検
査
所
☎
０
２
７
―
２
５
５

―
２
２
１
８
（
検
査
当
日
は
☎
０
８

０
―
１
２
２
７
―
５
５
４
４
）

差
し
押
さ
え
不
動
産
を
公
売

　

滞
納
処
分
で
差
し
押
え
た
不
動
産

を
下
表
の
と
お
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
公
売
し
ま
す
。
詳
し
く
は
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

公
売
期
間
＝
10
月
17
日
㈮
午
後
１
時

〜
24
日
㈮
午
後
１
時

申
10
月
９
日
㈭
午
後
11
時
ま
で
に
ヤ

フ
ー
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
（http://

koubai.auctions.yahoo.co.

jp/m
aebashi 2

）
で

問
収
納
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６

２
３
０

日
時
＝
10
月
31
日
㈮
午
後
２
時

会
場
＝
県
前
橋
合
同
庁
舎
（
上
細
井

町
）

そ
の
他
＝
期
間
中
に
公
述
申
出
書
が

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の

開
催
を
中
止
し
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す

□
下
大
島
東
地
区

　

地
区
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
計

画
原
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
期
間
＝
10
月
３
日
㈮
〜
17
日
㈮

（
土
日
曜
を
除
く
）、
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
計
画
案
に
つ

い
て
意
見
の
あ
る
土
地
所
有
者
な
ど

は
、
10
月
24
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に

意
見
を
記
入
し
た
意
見
書
を
市
役
所

都
市
計
画
課
へ
郵
送
か
直
接

問
市
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９

８
―
６
９
４
３

蔵
書
整
理
で
市
立
図
書
館
が
休
館

　

10
月
15
日
㈬
か
ら
21
日
㈫
ま
で
、

蔵
書
整
理
の
た
め
市
立
図
書
館
は
休

館
し
ま
す
。
期
間
中
は
移
動
図
書
館

ひ
ろ
せ
号
も
運
休
。
こ
ど
も
図
書
館

と
分
館
は
通
常
通
り
で
す
。

問
同
館
☎
０
２
７
―
２
２
４
―
４
３

１
１

公
開
建
築
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

　

10
月
15
日
㈬
か
ら
21
日
㈫
ま
で
は

違
反
建
築
防
止
週
間
で
す
。
こ
れ
に

合
わ
せ
て
、
15
日
㈬
に
公
開
建
築
パ

ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
す
。
建
築
物
の

新
築
や
増
改
築
、
移
転
工
事
な
ど
を

行
う
と
き
は
、
建
築
確
認
申
請
書
を

市
役
所
建
築
指
導
課
か
確
認
検
査
機

関
へ
提
出
し
、
確
認
を
受
け
て
か
ら

着
工
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
７

５
４

国
民
年
金
の
さ
か
の
ぼ
り
納
付
を

　

国
民
年
金
保
険
料
の
未
払
い
分
は
、

平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら
来
年
９
月

30
日
㈬
ま
で
の
３
年
間
に
限
り
、
過

去
10
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

ら
れ
ま
す
。
未
納
が
あ
る
人
は
期
限

内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

３
年
度
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す

る
場
合
は
加
算
金
が
掛
か
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
前
橋
年
金
事
務
所
☎
０
２
７
―
２

３
１
―
１
７
０
６

ら
工
業
専
用
地
域
へ
。
下
大
島
地
区

を
第
一
種
住
居
地
域
か
ら
用
途
地
域

無
指
定
へ
変
更

閲
覧
期
間
＝
10
月
３
日
㈮
〜
17
日
㈮

（
土
日
曜
を
除
く
）、
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

閲
覧
場
所
＝
①
は
県
庁
都
市
計
画
課
、

前
橋
土
木
事
務
所
（
上
細
井
町
）、

市
役
所
都
市
計
画
課
②
は
市
役
所
都

市
計
画
課

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
10
月
17
日
㈮

（
必
着
）
ま
で
に
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
職
業
・
意
見
の
要
旨
を
書
い
た

公
述
申
出
書
を
、
①
は
県
庁
都
市
計

画
課
②
は
市
役
所
都
市
計
画
課
へ
郵

送
か
直
接

•
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
の
変
更

□
上
細
井
地
区
ほ
か
２
地
区

　

区
域
区
分
と
用
途
地
域
の
変
更
に

つ
い
て
、
計
画
原
案
の
閲
覧
と
公
聴

会
を
開
催
し
ま
す
。

変
更
内
容
＝
〈
①
区
域
区
分
変
更
（
県

原
案
）〉
上
細
井
地
区
（
上
細
井
町
の

一
部
）
と
五
代
南
部
工
業
団
地
（
拡

張
）
地
区
を
市
街
化
調
整
区
域
か
ら

市
街
化
区
域
へ
。
下
大
島
地
区
（
下

大
島
町
の
一
部
）
を
市
街
化
区
域
か

ら
市
街
化
調
整
区
域
へ
変
更
〈
②
用

途
地
域
変
更
（
市
原
案
）〉
上
細
井
地

区
を
用
途
地
域
無
指
定
か
ら
第
一
種

住
居
地
域
へ
。
五
代
南
部
工
業
団
地

（
拡
張
）
地
区
を
用
途
地
域
無
指
定
か

コラム
ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市

　赤城山によく登られる方からお手紙を頂
きました。　　　　　　　　　　　　　　　
　『全国から赤城山に来てくれた人が、現
在の眺望の全くない黒檜山頂に落胆してい
ます。赤城山の素晴らしい眺めを取り戻し
てください。』　　　　　　　　　　　　　　
　「群馬県の管理です。」、「国有林です。」と
言い訳は出来ます。しかし、誰の管理であれ、
前橋の宝物を磨くのは市長である私の責任
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　赤城山ばかりではありません。前橋市に
は素晴らしい宝がたくさんあります。「医
療」「市民活動」「災害の少なさ」「教育・子
育て環境」「都市区画整理」「陸上交通」や
「歴史文化」など。これら充実した環境を
さらに磨いて全国に発信します。とくに
「歴史文化」は、来年放映予定の『ＮＨＫ
大河ドラマ　花燃ゆ』に関連する史跡や古
墳を始めとした『古代遺産』など、磨き甲
斐のある資産に満ち溢れています。市民の
皆さん、一緒に前橋市の歴史・
文化を発信していきましょう。

助かる命があります
ＡＥＤの貸し出しを開始
　ＡＥＤ（自動体
外式除細動器）を
貸し出します。市
内で開催するスポ
ーツ大会や地域行
事など、非営利の
事業を行う団体が
対象。参加者が心肺停止状態に陥ったと
きに備えられます。
貸出期間＝７日間まで
貸出台数＝１台
費用＝運搬や維持管理などの実費
申込書の配布＝市保健所内保健総務課で。
本市ホームページからダウンロードもで
きます
申貸出希望日の３カ月前から７日前まで
に申込書を添えて同課（☎027-220-5781）
へ直接

特定計量器定期検査日程
期日 会場 対象区域

10月21日
㈫

第二コミュニ
ティセンター
（前橋保健セ
ンター内）

三河町一・二丁目、朝日町一～
四丁目、天川原町、天川原町一・
二丁目、六供町、六供町一～五
丁目、天川町、文京町一～四丁
目、南町一～四丁目

10月22日
㈬

市職員研修
会館

大手町一～三丁目、紅雲町
一・二丁目、千代田町一～
五丁目、本町一～三丁目、
表町一・二丁目

10月24日
㈮

総合教育プ
ラザ

岩神町一～四丁目、敷島町、緑
が丘町、昭和町一・二丁目、平
和町一・二丁目、住吉町一・二
丁目、国領町一・二丁目

10月28日
㈫

富士見地区
農村環境改
善センター

富士見地区の各町

10月29日
㈬

大胡保健セ
ンター 大胡地区の各町

11月６日
㈭ 宮城公民館 宮城地区の各町

11月10日
㈪

総合福祉会
館

若宮町一～四丁目、城東町
一～五丁目、日吉町一～四
丁目

11月11日
㈫ 粕川公民館 粕川地区の各町

※時間は午前９時30分～正午、午後１時～午後４時
※指定の期日に都合が付かないときは、他の会場でも検査
を受けることができます。また、10月27日㈪、11月５日
㈬、11月13日㈭は計量検査所でも検査を実施

公売不動産の概要

所在地 種　別 面　　積 最低公売価額

江木町 雑種地 土地　191.00㎡ 105万円

鳥取町 宅　地 土地　226.40㎡ 219万円

上泉町 宅　地 土地　194.35㎡ 310万円

小相木町 宅地・居宅 土地　297.55㎡建物　126.95㎡ 1,080万円

下大島町 宅　地 土地　165.01㎡ 123万円

蔵書整理で休館に

くらしの情報

広報まえばし　平成26年10月１日号 14市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

申＝申し込み　問＝問い合わせ

15 14

く
ら
し
の
情
報
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